
６．医学部医学科試験並びに履修等に関する内規 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，岡山大学医学部規程第２３条に基づき岡山大学医学部医学科（以下「医学科」という。）

における教養教育科目及び専門教育科目の試験，履修並びに進級等に関する事項について定めるものとす

る。 

（授業科目，単位数及び履修方法等） 

第２条 医学科における授業科目，単位数，時間数，開講期及び履修方法等は，別表１及び別表２のとおり

とする。 

 （教養教育科目の試験） 

第３条 教養教育科目の試験は，岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センターの定めるところによる。 

（専門教育科目の試験） 

第４条 専門教育科目の試験は，以下の定めるところにより行う。 

 （試験の区分） 

第５条 専門教育科目の試験は，本試験，再試験，追試験とし，各授業科目の担当教員がこれを行う。 

 （試験の時期） 

第６条 専門教育科目の試験実施の時期は，別表３のとおりとする。 

 （本試験） 

第７条 学生は，各授業科目につき総時数の３分の２以上出席しなければ本試験を受けることができない。 

 （再試験） 

第８条 本試験に不合格となった者は，別表３に示すとおりなお１回再試験を受けることができる。（内科総

論，外科総論，臨床放射線総論，臨床検査総論，臓器・系別統合講義（感染症）及び腫瘍学については，

履修した翌年度に進級した者に限る。） 

（追試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事情により受験を延期しようとする者は，医師の診断書若しくは理由書を

添えて，原則として試験実施前に授業担当教員に願い出て許可を得なければならない。 

２ 本試験の延期を許可された者は，再試験実施前までに当該科目の追試験を受けることができる。 

３ 再試験の延期を許可された者は，再試験を実施した学期中（学期末に実施した再試験については次学期

中，４学期末については３月上旬）に追試験を受けることができる。 

 （不合格者の扱い） 

第１０条 第８条及び第９条第３項の試験に不合格となった者は，原則として次年度以降でなければ受験で

きない。 

（成績の判定） 

第１１条 成績の評価は，岡山大学学則による。

第１２条 再試験の成績は担当教員において減点する。合格基準に達した場合，一律６０点とする。 

（第２学年への進級） 

第１３条 第２学年に進級できる者は，第２条別表１及び別表２に掲げる第１年次に配当された教養教

育科目のうち１６単位，専門基礎科目のうち４．７単位，専門科目のうち細胞組織学，細胞組織学実

習,生化学，分子医化学，生化学・分子医化学実習及びプロフェッショナリズム・行動科学Ⅰの単位

を修得した者とする。 

（第３学年への進級） 

第１４条 第３学年に進級できる者は，第２条別表１及び別表２に掲げる卒業に必要な教養教育科目及び専

門教育科目の単位のうちから第１学年及び第２学年に配当された科目の単位を修得した者とする。 

２ 前項の条件を満たさない場合は，第２学年に留まり，２年次配当の全科目（実習・演習は除く）を必ず

再受講することとする。 
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